
指定管理業務による催事等及び自主事業承認基準 

（目的） 

第１条 この基準は、指定管理者が指定管理業務として行う催事、講習会及び展

示会（以下「催事等」という。）並びに自主事業の実施に関して名古屋市（以

下「市」という。）が承認する基準を定めることを目的とする。 

（指定管理業務） 

第２条 この基準における指定管理業務とは次のいずれかに該当するものをい

う。 

（１）市と指定管理者が締結する協定書においてその実施を義務付けている 

催事等（自主事業として実施を義務付けているものを除く。） 

（２）その他協定書に定めはないが、市との協議により指定管理業務として 

  催事等の実施が認められたもの 

（自主事業） 

第３条 この基準における自主事業とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

（１）協定書において、自主事業として実施を義務付けている事業 

（２）その他協定書に定めがないが、市との協議により自主事業として実施 

することが認められたもの 

（経費の区分） 

第４条 指定管理者は、指定管理業務として催事等を行うにあたって、その経費

に指定管理料を充てることができる。 

２ 指定管理者は、自主事業を行うにあたって、その経費に指定管理料を充てる

ことはできない。 

（指定管理者からの協議） 

第５条 指定管理者は、指定管理業務及び自主事業（以下「事業」という。）を

実施するにあたり、事前にその具体的内容、施設の配置計画、収支計画、公園

利用者から徴収する参加料等を明らかにしたうえで市に対して協議しなけれ

ばならない。ただし、指定管理業務として行う催事等のうちその詳細が協定書

に定められ、市が協議不要と判断したものについてはこの限りでない。 

（事業の承認における一般基準） 

第６条 市は、前条の協議に対し、以下の全てを満たす場合に承認することがで

きる。 

（１）事業日程及び事業規模が他の公園利用を阻害しない範囲であること。 

（２）事業の内容が公序良俗に反しないものであること。 

（３）事業実施に関する安全性が確保されていること。 
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（４）第三者に対する賠償責任等、当該事業の実施に伴う一切の責任を指定 

管理者が負うものであること。 

（５）事業の実施により、周辺の民間事業を圧迫し多大な影響を及ぼすも 

のでないこと。 

（６）原則として施設の構造等に影響を及ぼすものでないこと。 

（７）不特定多数の公園利用者が広く利用若しくは参加できるものであるこ 

と、又は利用者や参加者の選定について公平性が確保されていること。 

（指定管理業務の承認基準） 

第７条 市は指定管理者から指定管理業務として行う催事等の協議があったと

きは、前条に定める基準を満たすほか、以下の全てを満たす場合に承認するこ

とができる。 

（１）その事業内容が施設の設置目的に沿っていること。 

（２）催事等において、その参加者から参加料等を徴収する場合、その収入が

催事等の開催経費を超えないこと。また、その参加料等は著しく高額でな

いこと。 

（事業内容の変更指示） 

第８条 市は、指定管理業務として行う催事等の協議に対し、その事業全体又は

その事業の一部について指定管理業務として承認できる内容に変更するよう

指示することができる。 

（自主事業の承認基準） 

第９条 市は指定管理者から自主事業の協議があったときは、第６条に定める

基準を満たすほか、以下のいずれかに該当する場合に承認することができる。 

（１）施設の機能増進若しくは利用者サービスの向上に資する事業、又は公園

施設や公園利用者への還元につながる事業 

（２）公園利用者の便益に資する施設等の設置管理 

（事業の承認） 

第１０条 市は指定管理者に事業の承認を行うにあたって、次に掲げる事項を

明示して承認するものとする。 

（１）協議のあった事業実施の可否 

（２）協議のあった事業に指定管理料を充てることの可否 

（３）事業の実施にあたり、必要となる法令上の許可等を取得すること 

２ 市は指定管理者から協議のあった事業のうち、その一部のみを承認するこ

とができる。 

（承認の条件） 

第１１条 市は事業の承認にあたって必要に応じ条件を附すことができる。 



（実施報告） 

第１２条 指定管理者が自主事業を実施した場合は、参加者の状況、事業成果及

び収支状況や収益の還元状況等を市に報告しなければならない。 


